
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
（
抄
） 

平
成
十
九
年
五
月
二
十
四
日 

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

二
、
短
時
間
労
働
者
と
通
常
の
労
働
者
と
の
均
等
・
均
衡
待
遇
の
確
保
を
更
に
進
め
る
た
め
、
参
考
と
な
る
先
進
的
な
雇
用
管
理
事
例

の
ほ
か
、
職
務
分
析
の
手
法
や
比
較
を
行
う
た
め
の
指
標
（
モ
ノ
サ
シ
）
に
つ
い
て
内
外
の
情
報
を
収
集
す
る
と
と
も
に
、
事
業
主

に
対
し
、
そ
れ
ら
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
取
組
を
支
援
す
る
こ
と
。 

  

右
決
議
す
る
。 

資料３（参考） 


